
出典：「中小企業の地域資源を活用した事業展開の支援に関する連携方策　とりまとめ」（中小企業庁）一部修正�

支
援�

繊維�

木工・家具�

食料品�

建設�

観光�

医薬品�

関係各省�

関係機関�

地
域
資
源
を
活
用
し
て
新
事
業
等
に
取
り
組
む
中
小
企
業�

地域中小企業の支援人材ネットワーク�
（中小企業基盤整備機構等でリストアップ）�

・専門家に関�
　する情報提供�
・支援案件の�
　紹介�

中小企業診断士�

税理士�

弁理士�

デザイナー�

伝統的技術・�
技能保持者�

観光カリスマ�

建設業経営支援�
アドバイザー�

コンサルタント�

弁護士�

会計士�

金融専門家�

地域再生�
マネジャー�

薬事規制の専門家�

外国企業との連携�
等の専門家�
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「中小企業地域資源活用プログラム」は，

本年度施策の目玉である。目標は，地域産業

の核となる新事業を，５年間で１，０００件創出

するという大きなものである。地域間格差の

拡大に対する懸念から端を発し，自立した地

域の経済構造を実現するために，いかに国と

してなみなみならぬ意志を持って創設してい

るかがわかる。

特に今回は，経済産業省単独でなしとげよ

うというのではなく，総務省，文部科学省，

厚生労働省，農林水産省，国土交通省などの

関係省との連携をとりながら総合的に支援を

行うというところにも，国としての強い意志

を感じる。

われわれ中小企業診断士としては，国の施

策を十分に理解したうえで，その目的の達成

に向けて中小企業支援を行っていくことが必

要である。「５年間で１，０００件の新事業創出」

という大きな目標も中小企業診

断士に課せられたものであると

認識して取り組みたいと思う。

経済産業省が行う施策に関し

ては，比較的，中小企業診断士

にはなじみのあるものが多く，

また理解しやすいと思う。しか

し今回は，関係省との連携とい

う大きな枠組みで施策を理解す

る必要がある。場合によっては，

関係省の施策に関与し，アドバ

イスを行うケースも想定される。

そこで，本プログラムの内容や事例に関し

ては他の執筆者に譲り，ここでは中小企業診

断士にとってなじみのない関係省の施策につ

いて，主なものを解説していきたい。

１．関連省との連携の概要

各分野横断的な対策としては，マーケティ

ング人材等のネットワーク化（図表１参照）

が挙げられる。関係各省や関係機関から，専

門家に関する情報提供や支援案件の紹介を受

け，中小企業基盤整備機構等が取りまとめ，

地域の支援人材のネットワーク構築を図る。

そのために，「地域中小企業サポーターズサ

ミット」を全国で開催している。ここでいう

専門家とは，いわゆる士業だけでなく，観光

カリスマ（国土交通省認定）等の仕掛け人や

伝統的技術・技能保持者等も含まれる。より

幅広い支援人材のネットワークを構築し，相

地域資源―支援の方向性と実践的視点特集
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２．関係省との連携を考慮に入れた
地域資源活用支援
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図表１ マーケティング人材等のネットワーク化
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マーケティング等に関する�
アドバイザーの派遣�

（事業計画の具体化，経営管
理等に関するアドバイス）�

【実施主体】�
農業法人等，農
業者が組織する
団体を含む�

互に専門家を活用しながら地域支援を行って

いくという意図である。

各自治体が行う地域資源の発掘や，これを

活用した地域経済活性化（事業化）に関する

取組みを支援する総務省管轄の「頑張る地域

応援プログラム」に関しても，その具体的な

プロジェクト支援を連携して行うことになっ

ている。

具体的分野として，食品産業分野では「食

品産業クラスター展開事業の加速化」，建設

分野における「建設業経営革新支援事業」，

観光分野における「観光ルネサンス事業」等，

その他にも，医薬品分野や文化財分野につい

ても連携による支援が検討されている。それ

ぞれの分野において，専門家の派遣やセミナ

ーの開催，ファンド等による資金的支援など

を，主に中小企業基盤整備機構が中心となっ

て支援することになる。中小企業診断士とし

て地域資源活用支援を行う際，必ず知ってお

くべきいくつかの施策について具体的に解説

していくことにする。

２．頑張る地方応援プログラム

�１ 目的・概要

総務省が，平成１９年度から２１年度までの３

年間に各地方公共団体に対してプロジェクト

の募集を行い，支援を行う施策である。

地方が独自の施策を展開することで，「魅

力のある地方」に生まれ変わるよう，前向き

に取り組む地方公共団体を対象として地方交

付税等の支援措置を講じるものである。「中

小企業地域資源活用プログラム」との関連で

いえば，地場産品発掘・ブ

ランド化，観光振興，まち

づくり等に対する具体的な

プロジェクト支援が想定さ

れる。大きな違いは，対象

が地方公共団体となる点で

ある。ただし，特別交付税

の不交付団体が策定するプ

ロジェクトに関しては，各

省の支援施策について補助

事業等の優先採択等の配慮がなされることに

なっている。

�２ プロジェクト事例

始まったばかりで，成功事例としてふさわ

しいものは挙げられないが，平成１９年度第１

次募集では，全国で１，１５７団体，のべ３，４６９件

のプロジェクトが公表されている。中小企業

診断士としては，各自の関わりの深い地域の

取組みを，総務省や自治体のホームページ等

で確認しておく必要がある。

�３ 中小企業診断士としての関わり

地方公共団体が対象の施策であり，中小企

業診断士としてそれほどの関わりはないかも

しれないが，自治体が考えている地域活性化

の方向性は認識しておきたいものである。特

に，「中小企業地域資源活用プログラム」の

法に基づく認定スキームでは，都道府県が策

定する基本構想に記載された地域資源をもと

に「地域産業資源活用事業計画」を作成する。

つまり，行政の動きを把握することは，本プ

ログラムでの中小企業支援には必要な条件で

ある。

３．食品分野：食品産業クラスター
展開事業

�１ 目的・概要

地域経済の中で地場産業として大きなウエ

イトを占める食品産業は，地域の生産者と消

費者を結ぶ地域経済活性化の重要な役割を担

っているが，零細企業が多く，単独での事業

図表２ 食品産業分野における連携

２．関係省との連携を考慮に入れた地域資源活用支援
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○独立行政法人中小企業基盤整備機構が民間
機関のパートナーとともに組成するファン
ドが，施設の整備等活性化に取り組む観光
事業者を資金面から支援する。�

○ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連
携事業による旅行会社やメディア関係者の
観光地への招請事業と連携し，観光地の魅
力のPRと合わせて，観光魅力の重要な要
素である地域ならではの物産等のPRを展
開する。�

○ニューツーリズム創出・流通促進事業とサービ
ス産業創出支援事業や小規模事業者新事業
展開支援事業等による中小企業のニューツー
リズム分野におけるプログラム開発等を支援する。�

○地域の旅行会社等によるニューツーリズム旅
行商品の創出や全国への流通促進を支援する。�

○環境ルネサンス事業や地域ぐるみ魅力向上プ
ロジェクト支援事業（仮称）等と連携し，観光地
内の中小企業の地域資源を活用した新商品・
メニュー等の開発の支援を行う。�
○独立行政法人中小企業基盤整備機構による
無利子・低利融資を活用し，地域の賑わい創出
に資する商業施設や物産販売施設等の整備
事業を行う取り組みを資金面から支援する。�

展開は難しい状況にある。そこで，平成１７年

度から農林水産省が，「食品産業クラスター」

の形成を促進し，地域の食品産業と農業等の

連携を強化することで，地域経済の活性化に

貢献する事業を支援している。

各地域で「食品産業クラスター協議会」と

いう連携体を構築し，産学官連携を基礎とし

ながら，地域の農林水産物を活用した新たな

加工食品や地域ブランドの創出，販路開拓に

取り組んでいる。本事業では，そのようなク

ラスター連携体制の強化，情報発信，各種セ

ミナーや調査，人材育成，販路開拓等の課題

解決，地域団体商標制度（事業協同組合や農

業協同組合等の団体が，その構成員に使用さ

せる「地域団体商標」として登録できる制

度）を活用した地域食品ブランドの創出等の

支援をしている。

中小企業基盤整備機構からは，マーケティ

ング等に関するアドバイザーを派遣し，事業

計画の具体化や経営管理についてのアドバイ

スを行うことで連携し，地域発の食品の事業

化を加速化させることが狙いである（図表２

参照）。

�２ 取組み事例

産学官連携をもとに，微細粉末化装置の研

究と微粉砕した加賀野菜を原材料としたプリ

ン，クッキー，レトルトスープ等の開発に取

り組んだ石川県の「加賀野

菜クラスター」をはじめ，

全国各地でさまざまな成功

事例がある。平成１８年度に

は，年間約７０件の製品開発

が実現している。

また，財団法人食品産業

センターが審査し，「本場

の本物」として認定する地

域食品ブランドは，平成１８

年度までに，「沖縄黒糖」

「鹿児島の壺造り黒酢」

「小豆島佃煮」「足柄茶」

「草加せんべい」「奥久慈

凍みこんにゃく」「小豆島桶（こが）仕込醤

油」「船橋三番瀬海苔」「大豊の碁石茶」の９

ブランドが認定されている。

�３ 中小企業診断士としての関わり

「食品産業クラスター」の体制構築の取り

まとめ役として「コーディネーター」が設置

されている。このコーディネーターとして中

小企業診断士が協力を行っている。

今後は，「地域資源活用プログラム」との

連携として，食品産業クラスターに派遣され

るアドバイザーとしても，大いに活躍が期待

されている。また，場合によっては「JAPAN

ブランド育成支援事業」のスキームを活用し

た支援も想定される。

４．観光分野：観光ルネサンス補助
制度など

�１ 目的・概要

①観光ルネサンス事業

国土交通省によって平成１７年に創設された，

国際競争力のある観光地づくりを推進するた

め，訪日外国人旅行者の誘致を目的とした民

間と行政が一体となった地域の観光振興の取

組みを総合的に支援する施策である。

市町村が策定する「地域観光振興計画」に

基づき，観光地の活性化構想に取り組む民間

の組織を市町村が認定（エリア・ツーリズ

図表３ 観光分野における連携
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国土交通省�
地域資源を活用
した新分野進出
に取り組む中小・
中堅建設業者�

○専門家（弁護士，会計士，
税理士，中小企業診断士
等）の派遣�
○建設業向けのセミナー
の開催等�

ム・エージェンシー（ATA）と称する）する。

構想認定を受けた ATAは，観光ルネサンス

事業検討会の推薦を受けたうえで，経費の一

部に関して補助を受けることができる。この

補助金（観光ルネサンス補助制度）と税制優

遇措置が支援の柱となっている。

観光地内での中小企業が行う地域資源を活

用した新商品・メニュー等の開発支援での連

携が想定される。

②ビジット・ジャパン・キャンペーン

平成１５年に実施本部が立ち上げられ，「２０１０

年までに１，０００万人の訪日外国人誘致」を実

現するための活動である。

旅行会社やメディア関係者の観光地への招

請事業と協力し，観光地とその地域ならでは

の物産等の PRで連携していくことが想定さ

れる。また戦略的な日本ブランドの発信とい

う観点から，「JAPANブランド育成事業」で

の成功事例を PRするような連携も考えられ

る。

③ニューツーリズム創出・流通促進事業

観光を通じた地域の活性化や観光産業の振

興を図ることを目的として，地域の観光資源

の特性を踏まえた「ニューツーリズム」旅行

商品を創出し，流通市場を整備していく事業

である。実施事業の募集が行われており，採

択された場合は，旅行者ニーズの把握等に要

する経費の一部に関して補助を受けることが

できる。

地域観光資源の掘り起こし，ニューツーリ

ズム旅行商品の開発・流通促進等での連携が

想定される。

�２ 中小企業診断士とし

ての関わり

地域資源の掘り起こしと

いう観点でも，観光を切り

口に発想することは非常に

有効だと考える。

また，観光産業の中小企

業支援を行う際はもちろん

のこと，地域資源を活用し

た商品・サービスを開発する中小企業の支援

を行う際も，その販路開拓は重要な課題であ

る。国の観光支援施策を熟知していれば，必

要に応じて効果性の高い団体や支援機関に協

力を仰ぐことができる。

５．建設分野：新分野進出支援策

�１ 目的・概要

国土交通省が，平成１７年度より建設業者の

個別・具体的な相談に対応するために全国に

「建設業総合相談受付窓口」を設置している。

また，その一環として，財団法人建設業振興

基金に登録した「建設業経営支援アドバイザ

ー」の派遣を行っている。

建設業は国民総生産・全就業者数の約１割

を占める重要産業の１つであり，地域経済へ

の影響の大きい産業であるが，近年の建設投

資の急激な減少によって，過剰供給構造にな

っていることが背景にある。そのため個々の

建設業者は，受注減少，価格競争激化による

利益率の低下に直面している。こうしたこと

から，経営効率化や連携，新分野進出などの

支援を強化するために設けられた施策である。

特に，地域の基幹産業の再生によって地域

の活性化につなげるため，建設業の新分野進

出が大きなテーマとなっている（図表４参

照）。

「中小企業地域資源活用プログラム」との

関連でいえば，アドバイザー・専門家の相互

登録による有効活用で，地域資源を活用した

新分野進出に取り組む中小・中堅建設業の支

援が活発化することが想定される。

図表４ 観光分野における連携

２．関係省との連携を考慮に入れた地域資源活用支援
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�２ 新分野進出の成功事例

①間伐材を活用した新技術の開発

岐阜県の土木事業者である A企業は，間

伐材の利用法拡大を模索する近隣の森林組合

と連携し，間伐材を活用した新技術・新工法

の開発に成功している。大学や行政も巻き込

み開発した技術は，国土交通省等に新技術と

して登録もされている。その後も継続的に工

法や製品を開発しており，地域の雇用確保に

も貢献している。地域の資源である間伐材に

着目し，林業との連携を通じて新しい技術や

製品を生み出しているという点は，まさにお

手本となるような成功事例である。

②街並み景観マネジメントビジネス

徳島県の住宅建築業者である B企業は，

施設の改修等の際，街並み景観に合わせたフ

ァサード改修工事を提案し，資産価値の向上

に寄与する事業に進出している。景観法の施

行により，街並みの景観を整備する制度的な

取組みが各地で検討されている。街づくりの

プロジェクト全体を通観した提案を行えるだ

けに，専門家や異業種との連携が図られ，将

来的には非常に有望な市場を創造できる。古

くからの景観や統一感のある景観も地域資源

であると考えれば，注目すべき成功事例だと

いえる。

�３ 中小企業診断士としての関わり

中小企業診断士として，すでに多くの方が

「建設業経営支援アドバイザー」として活躍

されている。今後は，地域資源活用による地

域の活性化に貢献する建設業者の新分野進出

に関して，具体的な支援を行う場が広がるこ

とが期待できる。むしろ，異業種に精通した

専門家の持つアイデアも必要とされる。

厳しい環境に置かれている建設業者の支援

を行う際には，経営リスクの低減を考慮しな

がら，異業種との連携を軸とした新分野進出

を図ることは有効な策である。その際，国土

交通省やその関係機関の方針や活動を理解し

ておくことは，非常に重要である。

６．まとめ

上記以外にも，厚生労働省の設置する相談

窓口を利用し，地域資源を活用して医薬品等

の開発・販売に取り組む中小企業の支援もあ

る。また，文部科学省の文化財関連施策との

連携から，文化財を利用した事業化の促進等

も盛り込まれている。

われわれ中小企業診断士にとって今回の

「中小企業地域資源活用プログラム」は，自

らの活動領域を広げる絶好のチャンスでもあ

る。また，専門家としての中小企業診断士の

知名度や地位向上にもつながる。

外部の専門家（よそ者）であるがゆえに，

地域の「強み」を客観的に発見し掘り起こす

ことができる。また，自分自身の専門領域を

発揮（拡大）し，個々の中小企業の経営革新

を通じて，地域の活性化に貢献することがで

きる。まさに中小企業診断士の役割であると

思う。

国家資格である中小企業診断士としてのミ

ッションを再確認し，積極的に「中小企業地

域資源活用プログラム」に関与することが望

まれる。
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